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踏
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検
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第
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四
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シ
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規
律
原
理
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展
開

第
一
款
ヴ
ィ
シ
ー
政
府
期
と
第
四
共
和
政
期
に
お
け
る
法
令
規
律
原
理
の
法
定
化

第
二
款
第
五
共
和
政
期
に
お
け
る
法
令
規
律
原
理
の
継
受

第
二
章
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働
者
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加
原
理

第
一
節
第
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共
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政
憲
法
制
定
当
時
の
議
論
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ス
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務
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律
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者
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原
理I

（二）

忠

憲
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契
約
関
係
説
の
中
で
確
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
第
三
款
）
。

第
一
款
憲
法
制
定
国
民
議
会
に
お
け
る
議
論

第
二
款
社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論

第
三
款
利
益
代
表
者
の
知
見

第
二
節
労
働
法
に
お
け
る
法
制
度
と
憲
法
院
判
決

第

一

款

法

制

度

第
二
款
憲
法
院
判
決
（
以
上
、
本
号
）

第
三
節
公
務
員
法
に
お
け
る
法
制
度
と
憲
法
院
判
決

第

一

款

法

制

度

第

二

款

憲

法

院

判

決

わ

り

に

第
三
節

第
三
共
和
政
期
の
時
代
背
景
を
踏
ま
え
た
官
公
吏
関
係
論
の
検
討

以
下
の
と
お
り
、
当
時
の
官
公
吏
の
お
か
れ
て
い
た
状
況
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
う
し
た
第
三
共
和
政
期
の
官
公
吏
関
係
を
め
ぐ

る
議
論
に
つ
い
て
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
は
、
官
公
吏
に
よ
る
権
利
要
求
が
過
激
化
し
て
い
た
時
代
で
あ
っ

一
般
利
益
を
保
障
す
る
た
め
に
、
こ
う
し
た
要
求
に
対
し
て
歯
止
め
を
か
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
点
が
、
官
公

吏
関
係
論
に
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
（
第
一
款
）
。
そ
の
一
方
で
、
官
公
吏
に
対
す
る
行
政
当
局
に
よ
る
情
実
主
義
的
で
恣
意
的
な
行

為
が
横
行
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
行
為
か
ら
、
官
公
吏
の
身
分
や
権
利
を
保
障
す
る
必
要
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
第
二
款
）
。
ま
た
、

以
上
の
時
代
背
景
を
前
提
と
し
て
官
公
吏
関
係
が
議
論
さ
れ
て
い
た
一
方
で
、
当
時
は
、
現
在
と
は
異
な
り
、
民
間
労
働
法
で
す
ら
協
約
締

結
権
が
十
分
に
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
官
公
吏
組
合
と
政
府
行
政
当
局
と
が
交
わ
す
協
定
に
法
的
効
力
を
認
め

る
べ
き
か
否
か
と
い
う
現
在
の
主
要
論
点
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
官
公
吏
の
勤
務
条
件
や
権
利
義
務
等

に
つ
い
て
は
、
官
公
吏
と
行
政
当
局
と
の
合
意
で
は
な
く
法
令
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
は
、
既
に
一
九
世
紀
の
公
法

た
こ
と
か
ら
、

お
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そ
の
中
で
、

第
二
款
官
公
吏
に
対
す
る
保
障
の
必
要
性

第
三
共
和
政
期
は
、
資
本
主
義
が
発
展
し
、
国
家
の
経
済
活
動
が
急
速
に
拡
大
し
て
き
た
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
情
勢
を
受
け
、
公

(95) 

権
力
の
行
使
と
の
関
連
性
の
薄
い
職
務
に
従
事
す
る
非
幹
部
官
公
吏
を
中
心
に
官
公
吏
の
人
員
が
急
増
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
般
利
益
の
保
障
を
目
指
す
国
家
の
側
で
は
、
こ
う
し
た
人
員
の
急
増
し
続
け
る
官
公
吏
に
よ
る
要
求
に
歯
止
め
を
か
け
、

(96) 

彼
ら
の
権
利
等
を
民
主
的
に
規
制
す
る
必
要
性
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
当
時
の
官
公
吏
組
合
は
、
二

0
世
紀
初
頭
ま
で
は
無
政
府
主

義
を
掲
げ
て
い
た
C
G
T
(
C
o
n
f
e
d
e
r
a
t
i
o
n
generale 
d
u
 travail)
を
中
心
と
し
て
無
政
府
主
義
的
な
要
求
を
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
で

(97) 

あ
り
、
こ
う
し
た
無
政
府
主
義
的
な
要
求
か
ら
共
和
政
を
擁
護
す
る
た
め
に
も
、
官
公
吏
関
係
を
一
方
的
に
規
律
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で

(98) 

あ
る
。
こ
う
し
た
事
情
は
、
官
公
吏
関
係
に
お
け
る
法
令
に
よ
る
一
方
的
規
律
を
認
め
る
公
法
契
約
関
係
説
、
あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
法
令

に
よ
る
一
方
的
規
律
と
い
う
点
を
彼
ら
と
共
有
す
る
前
記
の
ネ
ザ
ー
ル
説
と
ベ
ル
テ
ル
ミ
説
に
お
け
る
権
力
官
公
吏
の
類
型
、
前
記
の
法
令

(99) 

規
律
関
係
説
や
、
法
令
規
律
原
理
が
判
例
法
理
と
し
て
確
立
し
た
前
記
の
ミ
ネ
ー
ル
判
決
に
お
い
て
、
前
提
と
な
っ
た
。
ま
た
、

年
か
ら
一
九

0
九
年
に
か
け
て
は
、
軍
備
の
拡
張
を
進
め
る
当
時
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ク
レ
マ
ン
ソ
ー
内
閣
に
対
し
て
郵
政
官
公
吏
組
合
に
よ

る
大
規
模
な
労
働
争
議
が
な
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
、
内
閣
に
よ
る
過
激
な
鎮
圧
措
置
が
な
さ
れ
た
。
ワ
ン
ケ
ル
判
決
で
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ

は
、
こ
う
し
た
時
代
背
景
を
前
提
と
し
て
、
争
議
行
為
参
加
者
か
ら
の
人
事
記
録
閲
覧
請
求
権
の
剥
奪
を
認
め
る
公
法
上
の
契
約
関
係
説
を

(100) 

用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
内
閣
に
よ
る
争
議
行
為
参
加
者
に
対
す
る
迅
速
な
罷
免
処
分
を
正
当
化
し
た
の
で
あ
る
。

(IOI) 

そ
の
一
方
で
、
た
と
え
ば
、
前
記
の
ラ
ク
ル
ト
判
決
に
お
け
る
政
治
的
な
理
由
に
基
づ
く
罷
免
の
事
案
に
加
え
、
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
や

(102) 

カ
ー
ド
事
件
等
と
い
っ
た
歴
史
的
事
実
の
中
に
顕
著
に
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
官
公
吏
へ
の
情
実
主
義
的
で
恣
意
的
な
行
為
が
横
行
し
て

第
一
款
官
公
吏
に
対
す
る
規
制
の
必
要
性

一
九
〇
六
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い
た
。
こ
う
し
た
情
勢
の
下
で
、
特
に
非
幹
部
官
公
吏
を
中
心
と
し
た
官
公
吏
に
つ
い
て
は
、
身
分
保
障
や
権
利
保
障
と
い
っ
た
点
で
危
機

的
な
状
態
に
陥
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
う
し
た
状
況
か
ら
、
官
公
吏
の
身
分
や
権
利
を
保
障
す
る
必
要
性
が
生
じ
た
の
で
あ
り
、

官
公
吏
関
係
論
も
、
以
下
の
と
お
り
、
こ
う
し
た
必
要
性
を
念
頭
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
権
力
官
公
吏
と
管
理
官
公
吏
と
を
区
別
す
る
前
記
の
ネ
ザ
ー
ル
説
と
ベ
ル
テ
ル
ミ
説
は
、
公
権
力
の
行
使
と
密
接
に
関
わ
る

官
公
吏
を
前
者
に
分
類
し
、
行
政
裁
判
所
の
管
轄
す
る
法
令
規
律
関
係
に
あ
る
者
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
彼
ら
に
対
す
る
規
律
を
維
持
す
る

一
方
で
、
当
時
急
増
し
て
い
た
管
理
的
要
素
の
強
い
非
幹
部
官
公
吏
を
後
者
に
分
類
し
、
民
刑
事
裁
判
所
の
管
轄
す
る
私
法
上
の
労
働
契
約

関
係
に
あ
る
者
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
民
間
の
労
働
者
に
対
し
て
民
刑
事
裁
判
所
で
私
法
上
保
障
さ
れ
て
い
る
組
合
権
を
は
じ
め
と
し
た
権

（囮）

利
利
益
を
、
彼
ら
非
幹
部
官
公
吏
に
対
し
て
も
保
障
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
法
令
規
律
関
係
説
は
、
こ
の
よ
う
な
官
公
吏
の
危
機
的
状
況
を
受
け
、
官
公
吏
に
対
し
て
権
利
や
身
分
を
保
障
す
る
法
令
を
整
備

す
る
こ
と
と
、
こ
う
し
た
保
障
を
法
令
に
基
づ
き
客
観
的
に
適
用
す
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
デ
ュ
ギ
は
、
前
記
の
と
お
り
、
官
公
吏

関
係
を
規
律
す
る
公
役
務
法
の
趣
旨
の
一
環
と
し
て
、
給
与
、
年
金
や
、
身
分
を
保
障
す
る
こ
と
を
挙
げ
る
の
で
あ
り
、
身
分
規
程
に
つ
い

て
も
、
「
公
務
員
は
、
統
治
権
者
の
恣
意
か
ら
独
立
し
た
安
定
し
た
地
位
を
有
す
る
べ
き
で
あ
り
、
現
に
次
第
に
有
し
つ
つ
あ
る
。
彼
ら
は
、

公
役
務
の
利
益
だ
け
で
は
な
く
彼
ら
自
身
の
利
益
の
た
め
に
も
、
身
分
規
程
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
を
有
す
る
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
こ
と

(104) 

に
よ
り
、

一
般
利
益
を
保
障
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
行
政
当
局
の
恣
意
的
な
行
為
か
ら
官
公
吏
の
利
益
を
保
障
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
指
摘

す
る
の
で
あ
る
。
オ
ー
リ
ウ
も
、
「
官
公
吏
の
任
用
、
昇
進
、
給
与
、
及
び
、
退
職
、
あ
る
い
は
、
職
務
、
及
び
、
権
限
に
関
し
て
は
、

般
的
な
法
準
則
が
設
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
官
公
吏
は
、

す
る
個
別
の
処
分
か
ら
保
護
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
官
公
吏
に
関
す
る
法
令
を
は
じ
め
と
し
た
法
準
則
が
政
府
の
恣
意

（順）

的
な
行
為
か
ら
彼
ら
を
保
護
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ジ
ェ
ー
ズ
は
、
前
記
の
と
お
り
、
ワ
ン
ケ
ル
判
決
の
評
釈
の

中
で
、
行
政
当
局
の
恣
意
的
な
処
分
か
ら
官
公
吏
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
人
事
記
録
閲
覧
請
求
手
続
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
争
議
行

一
般
的
な
法
準
則
に
違
反
す
る
政
府
に
よ
る
官
公
吏
に
対
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あ
る
と
し
、
ま
た
、
こ
う
し
た
保
障
の
現
に
整
備
さ
れ
て
き
て
い
た
官
公
吏
の
身
分
や
権
利
を
当
事
者
の
意
思
に
よ
る
こ
と
な
く
法
令
の
文

言
に
忠
実
に
客
観
的
に
保
障
し
よ
う
と
す
る
側
面
を
も
有
す
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

第
三
共
和
政
期
の
官
公
吏
関
係
に
関
す
る
議
論
は
、
以
上
の
時
代
背
景
を
受
け
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
、
官
公

め
を
か
け
、

規
律
原
理
は
、

協
定
に
関
す
る
議
論
の
不
在

為
に
参
加
し
た
官
公
吏
に
対
し
て
省
略
す
る
法
令
の
規
定
が
な
い
以
上
は
、
あ
く
ま
で
も
法
令
の
規
定
を
客
観
的
に
適
用
す
べ
き
で
あ
り
、

こ
の
手
続
を
、
こ
う
し
た
官
公
吏
に
対
し
て
も
省
略
す
べ
き
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
実
際
の
法
制
度
の
変
遷
に
目
を
向
け
る
と
、
こ
う
し
た
非
幹
部
官
公
吏
の
側
の
要
請
を
受
け
て
彼
ら
の
権
利
利
益
の
保
障
が
法
制

（囮）

度
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
懲
戒
の
際
の
懲
戒
審
議
会
へ
の
諮
問
の
手
続
や
、
前
記
の
人
事
記
録
閲
覧
請
求
手
続
等
を

(107) 

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
受
け
、
ジ
ェ
ー
ズ
は
、
「
自
由
の
国

(
p
a
y
s
d
e
 l
i
b
e
r
t
e
)

で
は
、
官
公
吏
の
意
見
と
利
益
を
全

く
考
慮
し
な
い
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
良
い
公
役
務
の
編
成
運
営
は
、
公
役
務
に
従
事
す
る
公
務
員
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
な
く
、

の
要
請
の
実
現
を
保
障
す
る
編
成
運
営
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
公
役
務
の
編
成
運
営
で
は
、

（暉）

利
益
や
意
見
に
も
十
分
に
配
慮
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
状
況
を
受
け
、
特
に
二

0
世
紀
を
迎
え
る
と
、
前
記
の
通
り
、

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
請
か
ら
、
他
方
で
、
官
公
吏
の
側
で
は
、
法
令
に
よ
る
身
分
保
障
や
権
利
保
障
の
要
請
か
ら
、
こ
う
し
た
労
使

両
者
の
要
請
が
重
な
り
、
行
政
裁
判
に
適
用
さ
れ
る
公
法
の
一
環
と
し
て
の
公
務
員
法
が
、
そ
の
統
一
性
を
欠
く
も
の
の
個
別
の
法
令
を
通

(110) 

し
て
整
備
さ
釦
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
た
動
向
を
考
慮
す
る
と
、
官
公
吏
関
係
法
令

一
方
で
は
、
前
記
の
通
り
官
公
吏
関
係
を
法
令
に
基
づ
き
一
方
的
に
規
律
す
る
こ
と
に
よ
り
、
官
公
吏
に
よ
る
要
求
に
歯
止

一
般
利
益
を
保
障
す
る
と
い
う
側
面
を
有
す
る
も
の
と
な
り
、
他
方
で
は
、
こ
う
し
た
法
令
上
の
保
障
が
整
備
さ
れ
る
べ
き
で

第
三
款

一
方
で
、
国
家
の
側
で
は
、
官
公
吏
の
要
求
に
歯
止
め
を
か
け
な

一
般
利
益
だ
け
で
は
な
く
、
官
公
吏
の
権
利

一
般
利
益
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第
四
節
ヴ
ィ
シ
ー
政
府
期
以
降
に
お
け
る
法
令
規
律
原
理
の
展
開

と
は
い
え
、
前
記
の
と
お
り
、

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
世
紀
末
の
公
法
契
約
関
係
説
に
お
い
て
既
に
確
立
し
て
い
た
の

吏
組
合
と
政
府
行
政
当
局
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
協
定
に
法
的
な
効
力
を
認
め
る
べ
き
か
否
か
と
い
う
、
現
代
の
官
公
吏
関
係
論
で
の
主
た

る
論
点
に
つ
い
て
は
、
議
論
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
三
共
和
政
期
で
は
長
き
に
わ
た
り
、
民
間
の
労
使
関
係
で

す
ら
、
団
体
協
約

(convention
collective)

の
制
度
が
依
然
と
し
て
確
立
す
る
途
上
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
は
じ
め
て
特
別
の
法

(lll) 

制
度
と
し
て
確
立
し
た
の
は
一
九
一
九
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
後
記
の
通
り
、

し
、
官
公
吏
の
組
合
と
政
府
行
政
当
局
と
の
間
で
定
期
的
に
交
渉
が
な
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
締
結
さ
れ
る
協
定
が
、
事
実
上
の
実
践
と

し
て
確
立
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
も
長
ら
く
法
制
度
化
は
さ
れ
ず
、
法
的
な
も
の
と
し
て
は
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
前
記
の
二

0
1
0

年
の
法
改
正
で
初
め
て
、
こ
う
し
た
実
践
と
し
て
の
事
実
上
の
協
定
が
法
制
度
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た

第
三
共
和
政
期
当
時
の
官
公
吏
関
係
に
関
す
る
議
論
は
、
現
在
の
議
論
と
は
異
な
り
、
協
定
を
め
ぐ
る
論
点
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
わ
け
で

一
般
利
益
を
保
障
す
る
た
め
に
、
官
公
吏
の
勤
務
条
件
や
権
利
義
務
等
に
つ
い
て
は
、
労
使
間
の
合
意
に

よ
っ
て
で
は
な
く
法
令
に
よ
っ
て
修
正
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
は
、

で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
前
記
の
と
お
り
、
法
令
規
律
関
係
説
や
法
令
規
律
原
理
、
あ
る
い
は
、
法
令
規
律
関
係
の
官
公
吏
の
類
型
に
も
共
有

さ
れ
た
の
で
あ
り
、
後
記
の
と
お
り
、
現
在
で
は
、
法
令
規
律
原
理
が
協
定
の
法
的
効
力
を
否
定
す
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
と
お
り
、
第
三
共
和
政
期
に
法
令
規
律
関
係
説
が
支
配
的
な
学
説
と
な
り
、
法
令
規
律
原
理
が
判
例
法
理
と
し
て
確
立
し
た
。
こ

の
よ
う
に
し
て
確
立
し
た
法
令
規
律
原
理
は
、
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
き
、
統
一
的
な
官

公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
が
初
め
て
制
定
さ
れ
た
ヴ
ィ
シ
ー
政
府
期
と
こ
の
原
理
が
法
定
化
さ
れ
た
第
四
共
和
政
期
の
議
論
（
第
一
款
）
、
及
．

ぴ
、
そ
の
後
の
第
五
共
和
政
期
の
議
論
を
検
討
す
る
（
第
二
款
）
。

一
九
六
八
年
の
ウ
デ
ィ
ノ
議
定
書
を
主
た
る
契
機
と



184巻 1号------00

こ
の
当
時
は
、

そ
の
後
、
第
四
共
和
政
期
に
こ
の
原
理
は
、

ヴ
ィ
シ
ー
政
府
期
と
第
四
共
和
政
期
に
お
け
る
法
令
規
律
原
理
の
法
定
化

官
公
吏
関
係
法
令
規
律
原
理
は
、
ヴ
ィ
シ
ー
政
府
期
に
定
め
ら
れ
た
フ
ラ
ン
ス
史
上
初
の
統
一
的
な
官
公
吏
身
分
規
程
で
あ
る
一
九
四
一

(112) 

年
九
月
一
四
日
の
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
の
第
四
条
に
、
「
官
公
吏
は
、
職
群

(cadres)

に
組
み
込
ま
れ
る
と
き
か
ら
、
公
務
員
制
度

を
規
制
す
る
法
律
と
命
令
の
規
定
に
従
う
。
こ
う
し
た
規
定
の
事
後
的
な
修
正
を
、
そ
の
公
布
の
と
き
か
ら
官
公
吏
に
適
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
と
き
に
、
当
事
者
は
従
前
の
と
こ
ろ
有
効
で
あ
っ
た
法
文
に
由
来
す
る
所
謂
既
得
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
い
う
形
で
、
特
に
官
公
吏
の
権
利
に
対
す
る
規
制
に
主
眼
を
置
く
も
の
と
し
て
確
認
さ
れ
て
い
，
か
。
と
は
い
え
、
こ
の
法
律
は
、

「
立
法
権
と
執
行
権
と
を
兼
ね
る
政
府
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
専
ら
名
ば
か
り
の
立
法
行
為
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
こ
の
法
律
は
、
何
も
刷
新
す
る
も
の
で
は
な
く
、
散
在
し
て
い
た
条
文
と
判
例
の
帰
結
の
単
な
る
法
典
化
を
そ
の
大
半
と
す
る
も

(114) 

の
で
あ
っ
た
。
つ
い
に
は
、
こ
の
法
律
は
実
効
的
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
お

り
、
最
終
的
に
は
、
「
フ
ラ
ン
ス
本
土
に
共
和
国
の
合
法
性
を
再
び
確
立
す
る
一
九
四
四
年
八
月
九
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
」
に
よ
っ
て
無
効
で

(115) 

あ
る
と
宣
言
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

一
九
四
六
年
の
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
（
一
九
四
六
年
一

0
月
一
九
日
法
律
第
四
六
ー
ニ
九

(116) 

四
号
）
第
五
条
で
、
「
官
公
吏
は
、
行
政
当
局
に
対
し
て
法
令
規
律
関
係
に
あ
る
」
と
い
う
文
言
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

一
九
四
六
年
六
月
二
日
選
出
の
第
四
共
和
政
憲
法
制
定
国
民
議
会

(
A
s
s
e
m
b
l
e
e
n
a
 g品
le

8
 
nstituante)

の
中
で
内
政
や

行
政
等
を
管
轄
す
る
内
務
等
委
員
会
で
こ
の
法
律
の
案
が
審
議
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
と
き
に
、
こ
の
第
五
条
の
案
も
こ
の
委
員
会
の
審

議
の
対
象
と
な
っ
た
。
同
条
は
、
こ
の
委
員
会
の
名
義
で
の
イ
ヴ
・
フ
ァ
ゴ
ン
議
員
（
人
民
共
和
運
動

(
M
o
u
v
e
m
e
n
t
republicain populaire) 

(118) 

所
属
）
に
よ
る
報
告
書
の
中
で
、
以
下
の
と
お
り
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

第
一
款
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第
二
款
第
五
共
和
政
期
に
お
け
る
法
令
規
律
原
理
の
継
受

「
（
同
条
の
言
明
は
）
い
か
な
る
異
論
を
招
く
も
の
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
官
公
吏
は
、
国
家
の
一
般
利
益
に
直
接
に
資
す
る
職
に
自
由
に
就
く
の
で

あ
り
、
公
役
務
の
運
営
に
永
続
的
に
参
加
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
民
間
部
門
の
労
働
者
と
同
視
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
役
割
と
責
任
と
を
引
き
受
け
て

い
る
の
で
あ
る
」
。

「
し
た
が
っ
て
、
公
務
員
は
他
と
同
じ
職
や
職
業
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
公
益
と
い
う
私
益
に
優
越
す
る
利
益
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

国
家
は
、
そ
の
被
用
者
に
対
し
て
は
単
な
る
使
用
者

(patron)
で
は
な
い
。
国
家
は
、
よ
り
重
要
な
役
割
と
よ
り
重
い
責
任
を
有
す
る
の
で
あ
る
」
。

「
公
権
力
概
念
と
公
役
務
概
念
は
、
国
家
が
公
務
員
と
雇
用
条
件
に
つ
い
て
対
等
に
議
論
で
き
る
と
す
る
考
え
と
対
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

行
政
当
局
と
官
公
吏
と
の
関
係
を
、
契
約
当
事
者
間
で
完
全
に
自
由
に
議
論
さ
れ
る
契
約
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
各
条
項
の
す
べ
て
が
議
論
さ
れ
、
こ
れ

が
必
要
に
応
じ
て
職
業
上
の
労
使
関
係
に
適
用
さ
れ
る
契
約
に
よ
る
関
係
と
し
て
は
理
解
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
誰
も
行
政
の
職
群
に
属
す

る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
行
政
の
職
群
に
入
る
者
は
、
自
発
的
に
入
る
の
で
あ
る
。
（
…
…
）
し
た
が
っ
て
、
も
は
や
官
公
吏
関

係
法
令
規
律
原
理
を
疑
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
。

一
般
利
益
や
公
益
、
あ
る
い
は
、
公
権
力
概
念
や
公
役
務
概
念
か
ら
官
公
吏
関
係
法
令
規
律
原
理
を
基
礎
づ
け
る
点
は
、
第
三
共
和
政
期

の
前
記
の
法
令
規
律
関
係
説
や
法
令
規
律
関
係
の
官
公
吏
の
類
型
に
も
見
受
け
ら
れ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
を
根
拠
に
し
て
官
公
吏
の
権
利
義

務
や
勤
務
条
件
等
を
法
令
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
と
お
り
、
公
法
契
約
関
係
説
に
も
確
認
で
き

ま
た
、
こ
の
よ
う
に
法
令
規
律
原
理
を
主
張
す
る
一
方
で
、
任
命
の
際
の
官
公
吏
の
意
思
を
認
め
る
点
に
つ
い
て
も
、

は
、
前
記
の
法
令
規
律
関
係
説
や
法
令
規
律
関
係
の
官
公
吏
の
類
型
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

る。

フ
ァ
ゴ
ン
報
告
書

こ
う
し
た
一
九
四
六
年
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
第
五
条
の
規
定
は
、
第
五
共
和
政
憲
法
で
の
法
律
制
定
権
と
命
令
制
定
権
と
の
間
の
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権
限
配
分
の
変
更
を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
一
九
五
九
年
二
月
四
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
五
九
ー
ニ
四
四
号
第
五
条
、
及
び
、
社
会
党
政
権
で
定

め
ら
れ
た
現
行
法
で
あ
る
一
九
八
三
年
の
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
第
一
部
第
四
条
に
も
、
全
く
同
じ
文
言
の
ま
ま
に
、
途
切
れ
る
こ
と

一
般
利
益
や
公
役
務
概
念
に
基
礎
を
お
く
官
公
吏
関
係
法
令
規
律
原
理
に
基
づ
き
、
第
三
四
条
で
、
国
家

の
文
武
官
公
吏
に
与
え
る
基
本
的
保
障
を
法
律
事
項
の
ひ
と
つ
と
し
て
列
挙
し
、
公
務
員
法
に
関
す
る
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
第
三

(119) 

七
条
で
命
令
事
項
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
第
五
共
和
政
憲
法
の
下
に
あ
る
現
代
に
お
い
て
も
、
前
記
の
第
三
共
和
政
期
の
議
論
、
と
り
わ
け
、
前
記
の
ロ
ラ
ン
の
法
則
が

ま
ず
、
こ
れ
を
明
示
的
に
引
用
す
る
も
の
と
し
て
、
フ
ア
プ
リ
ス
・
メ
ル
レ
イ
は
、
前
記
の
ロ
ラ
ン
の
法
則
の
ひ
と
つ
で
あ
る
公
役
務
可

変
性
の
法
則
の
官
公
吏
関
係
に
お
け
る
帰
結
を
「
官
公
吏
関
係
可
変
性
の
原
理

(principe
d
e
 mutabilite 
d
e
 la 
situa g
 
n
 des 
fonction ,
 

(131) 

品
ぼ
s)
」
と
称
し
、
現
代
で
も
な
お
、
官
公
吏
関
係
法
令
規
律
原
理
の
基
礎
に
あ
る
も
の
と
し
て
評
価
す
る
。

一
般
利
益
の
可
変
性
に
着
目
し
た
う
え
で
、
官
公
吏
関
係
法
令
規
律
原
理
の
基
礎
を
考

察
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
一
般
利
益
は
時
と
と
も
に
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
役
務
に
関
す
る
制
度
も
、

一
般
利
益
の

要
請
に
応
じ
て
変
化
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
公
務
員
も
、
利
用
者
も
、
公
役
務
と
関
係
を
結
ん
だ
と
き
に
有
効

で
あ
っ
た
規
程
に
基
づ
く
既
得
権
を
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
（
…
…
）
公
務
員
は
、
彼
ら
の
身
分
規
程
に
与
え
ら
れ
る
全

て
の
変
更
に
直
ち
に
従
う
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
職
を
消
滅
さ
せ
る
公
役
務
の
再
編
や
廃
止
の
場
合
に
は
、
理
論
上
は
直
ち
に
彼
ら
を
罷
免
で

き
る
の
で
あ
る
。
行
政
当
局
と
の
契
約
者
も
、
公
権
力
の
専
断
（
臣
t
d
u
 prince)

の
理
論
に
基
づ
く
金
銭
補
償
と
原
則
と
し
て
ひ
き
か
え

(121) 

に
、
彼
ら
の
義
務
に
対
す
る
行
政
当
局
の
一
方
的
修
正
権
に
従
う
の
で
あ
る
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ロ
ラ
ン
の
法
則
も
、
公
共
の
利
益
の
可
変
性
を
前
提
と
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
利
益
の
変
化
に
応
じ
て
公
役
務
を

ま
た
、
ジ
ャ
ン
・
ワ
リ
ー
ヌ
は
、
以
下
の
通
り
、

継
受
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
第
五
共
和
政
憲
法
は
、

な
く
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と
な
る
。
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(95)

国
と
地
方
の
公
務
員
の
総
数
は
、
第
三
共
和
政
期
を
迎
え
る
直
前
の
一
八
六
六
年
に
は
三
五
万
九
0
0
0
人
で
あ
っ
た
が
、
一
九
〇
六
年
に
は
六
四
万
四

0
0
0
人
に
急

増
し
た
の
で
あ
り
、
特
に
、
前
記
の
ワ
ン
ケ
ル
判
決
や
ミ
ネ
ー
ル
判
決
の
事
案
で
争
議
行
為
を
行
な
っ
た
郵
政
の
公
務
員
は
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
に
お
け
る
電
話
の
登
場

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

一
方
的
に
変
更
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
則
を
導
い
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

一
般
利
益
の

可
変
性
か
ら
官
公
吏
関
係
法
令
規
律
原
理
を
基
礎
づ
け
る
ワ
リ
ー
ヌ
の
所
論
も
、
前
記
の
ロ
ラ
ン
の
法
則
を
明
示
的
に
引
用
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
も
の
の
、
こ
の
法
則
を
は
じ
め
と
し
た
伝
統
的
な
法
令
規
律
関
係
説
の
議
論
を
継
受
し
て
い
る
も
の
と
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。

(122) 

ま
た
、
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
ド
ー
ル
は
、
官
公
吏
関
係
法
令
規
律
原
理
か
ら
、
以
下
の
三
点
の
帰
結
が
導
か
れ
る
と
す
る
。

第
一
に
、
「
公
務
使
用
者
が
将
来
に
わ
た
っ
て
常
に
官
公
吏
関
係
を
修
正
で
き
る
こ
と
」
を
保
障
す
る
「
可
変
性
の
原
理

(principe
d
e
 

mutabilite)
」
を
指
摘
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
官
公
吏
は
、
そ
れ
ま
で
に
法
定
化
さ
れ
て
い
た
既
得
権
の
一
切
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
こ
の
点
は
、
ロ
ラ
ン
の
公
役
務
可
変
性
の
法
則
を
基
礎
と
す
る
メ
ル
レ
イ
説
に
よ
る
官
公
吏
関
係
可
変
性
の
原
理
と
共
通
す
る
。

第
二
に
、
「
現
行
法
令
の
枠
組
を
契
約
的
に
修
正
す
る
こ
と
を
完
全
に
排
除
す
る
」
も
の
で
あ
る
官
公
吏
関
係
の
「
一
方
性
（
目
ilatera,
 

lisme)
」
を
指
摘
す
る
。
政
府
行
政
当
局
や
公
務
使
用
者
が
公
務
員
や
官
公
吏
組
合
と
締
結
す
る
協
定
に
法
的
効
力
を
認
め
な
い
の
は
、
こ

う
し
た
一
方
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
公
務
使
用
者
が
官
公
吏
関
係
を
修
正
で
き
る
こ
と
を
保
障
す
る
可
変
性
の
原

理
と
、
法
令
を
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
契
約
的
に
修
正
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
一
方
性
と
は
相
互
に
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
協

定
に
対
す
る
法
的
効
力
の
否
認
は
、
実
質
的
に
は
、
こ
う
し
た
二
つ
の
帰
結
か
ら
導
か
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
に
、
「
身
分
規
程
に
定
め
ら
れ
て
い
る
権
利
利
益
を
当
事
者
の
要
求
と
は
関
係
な
く
官
公
吏
に
与
え
る
」
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
で

あ
る
官
公
吏
関
係
法
令
規
律
原
理
の
「
客
観
性
」
を
指
摘
す
る
。
官
公
吏
関
係
法
令
規
律
原
理
が
身
分
規
程
に
よ
る
官
公
吏
の
権
利
利
益
の

客
観
的
な
保
障
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
点
は
、
前
記
の
と
お
り
、
第
三
共
和
政
期
の
議
論
の
中
に
も
確
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
と
お
り
、
官
公
吏
関
係
の
法
令
規
律
性
を
示
し
た
第
三
共
和
政
期
の
議
論
に
見
受
け
ら
れ
る
考
え
方
が
、
現
在
も
な
お
引
き
継
が
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と
発
展
を
受
け
た
電
話
交
換
手
を
中
心
と
し
た
関
連
業
務
の
創
設
と
拡
大
等
を
要
因
と
し
、
一
八
六
六
年
の
ニ
ー
万
ニ
ー
九
六
人
か
ら
一
九
〇
六
年
に
は
三
六
万
六
ー
ー
ニ

人
に
ま
で
増
加
し
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
人
員
を
含
め
た
第
三
共
和
政
期
の
行
政
毎
の
人
員
お
よ
び
全
行
政
の
総
人
員
の
推
移
の
詳
細
に
つ
き
、
長
谷
川
・
前
掲
注
(10)
三

二
七
頁
。

(96)

組
合
運
動
の
絶
頂
期
で
あ
る
一
九
二

0
年
代
に
公
務
員
の
団
結
権
を
法
的
に
制
限
し
よ
う
と
す
る
政
治
的
意
図
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
同
右

三
二
九
頁
。

（
切
）
官
公
吏
組
合
の
主
張
が
、
当
初
は
無
政
府
主
義
的
な
も
の
で
あ
っ
た
も
の
の
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二

0
世
紀
初
頭
以
降
に
は
徐
々
に
行
政
へ
の
参
加
を
求
め
る
行
政
的
組

合
主
義
に
転
換
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
と
し
て
、

Pierre,
 
Y
v
 g
 Moreau, Contrer le 
8
 ntrat L
e
o
n
 Duguit et Maurice Hauriou, inv g
 
teurs d
u
 

s
g
 tut 
des fonctionnaires. 
R
D
P
,
 2016, 
pp. 1074 ,
 1075. 

(98)

国
家
に
よ
る
一
方
的
な
規
律
、
及
び
、
一
般
の
労
使
関
係
で
の
契
約
関
係
と
は
区
別
さ
れ
た
法
令
規
律
関
係
が
官
公
吏
関
係
に
求
め
ら
れ
る
歴
史
上
の
背
景
と
し
て
、

C

G
T
を
は
じ
め
と
し
た
官
公
吏
組
合
に
存
在
し
て
い
た
無
政
府
主
義
か
ら
共
和
政
を
擁
護
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、

Ibid.,
p. 

1064, p. 

1076 et 
s. 

(99)

デ
ュ
ギ
と
オ
ー
リ
ウ
が
、
「
公
務
員
の
団
体
に
よ
る
極
め
て
ラ
デ
イ
カ
ル
な
要
求
に
反
対
」
し
、
共
和
政
を
擁
護
す
る
と
い
う
目
的
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
も

の
と
し
て
、
臣
d.,
pp.1078 ,
1
S
 9. 

(100) 
Gregoire Bigot et 
Tiphaine 
Le Y
o
n
 8
 urt, 
L'administration /rant;aise 
:
 politique、
droit
et 
societe, 
L
e
x
i
s
 Z
 exis, 
t
 2, 
2014, 
p. 
223・ 

(101)

一
九
世
紀
末
に
、
陸
軍
の
ア
ル
フ
レ
ド
・
ド
レ
フ
ュ
ス
大
尉
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
を
実
質
的
な
動
機
と
し
て
証
拠
を
十
分
に
傭
え
る
こ
と
な
く
ド
イ
ツ
軍
の
ス
パ

イ
と
し
て
断
罪
さ
れ
た
冤
罪
事
件
で
あ
る
。

(102)

二
0
世
紀
初
頭
に
、
反
教
権
主
義
か
つ
共
和
主
義
の
陸
軍
大
臣
が
、
教
権
主
義
か
つ
反
共
和
主
義
の
支
配
的
で
あ
っ
た
陸
軍
の
共
和
主
義
化
を
進
め
る
た
め
に
、
秘
密
裏

に
陸
軍
士
官
の
思
想
を
調
査
し
た
う
え
で
カ
ー
ド
に
分
類
し
、
そ
の
カ
ー
ド
に
基
づ
き
人
事
を
管
理
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
事
件
で
あ
る
。
カ
ー
ド
事
件
を
受

け
、
他
の
官
庁
で
も
秘
密
裏
に
収
集
さ
れ
た
情
報
に
基
づ
く
人
事
管
理
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
事
件
は
、
ド
レ
フ
ュ
ス
事
件
と
併
せ
、
前
記

の
一
九
0
五
年
法
律
に
よ
る
人
事
記
録
閲
覧
請
求
手
続
創
設
の
契
機
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
以
上
の
カ
ー
ド
事
件
の
概
要
、
及
び
、
こ
の
事
件
か
ら
人
事
記
録
閲
覧
請
求
手

続
の
割
設
に
至
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
き
、
下
井
•
前
掲
注
(
1
7
)
四
号
四
頁
以
下
。

(103)

管
理
官
公
吏
に
組
合
権
を
認
め
よ
う
と
す
る
こ
と
を
権
力
官
公
吏
と
管
理
官
公
吏
と
を
区
別
す
る
説
の
趣
旨
の
―
つ
で
あ
る
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
長
谷
川
・
前
掲

注
(10)
三
二
八
頁
、
外
尾
健
一
「
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
組
合
と
法
』
（
信
山
社
、
二

0
0
二
年
）
一
九
七
頁
、

B
は
0t
 et 
Y
o
n
 8
日
t,
op. 
gr ,
 
pp. 222＇認

a

(IM)

に
o
n
Duguit, M
a
n
z
 `
 

el 
de droit constitu
忠
nnel,
4°ed., Fontemoing, 1923, 
p. 78. 

（
囮
）
缶
且
0
F
P
m応
汰

de
droit administratif et 
de droit publさ
,

op. 
cit, 
10" 
ed., 
Sirey疇

1921,
p. 
589. 

（
眼
）
こ
の
審
議
会
は
、
公
務
員
代
表
を
含
む
機
関
で
あ
る
。
こ
の
審
議
会
へ
の
諮
問
の
手
続
の
概
要
に
つ
き
、
須
貝
•
前
掲
注(1
7
)
一
七
九
頁
、
長
谷
川
・
前
掲
注
(
1
0
)
三
三
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九
頁
、
兼
子
・
前
掲
注

(
2
)
二
八
三
頁
。

(107)

こ
う
し
た
文
脈
に
人
事
記
録
閲
覧
請
求
手
続
を
位
置
付
け
る
も
の
と
し
て
、
長
谷
川
・
同
右
三
＝
二
頁
。

(108) 
Jeze, 
L
e
s
 principes g
e
n
e
r
a
u
x
 d
u
 droit administratif, 
op. 
cit, 
p. 
243. 

（
暉
）
長
谷
川
・
前
掲
注

(10)
三
二
九
頁
以
下
。

(llO)

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
に
よ
る
公
務
員
法
に
関
す
る
法
準
則
の
補
完
を
受
け
、
こ
の
点
に
関
す
る
「
非
常
に
リ
ベ
ラ
ル
な
判
例
法
理
が
官
公
吏
に
対
す
る
真
の
身
分

規
程
を
実
現
し
た
」
と
評
価
す
る
も
の
と
し
て
、
J
o
器
p
h
Barthelemy, L'influ g

8

 de
 l'ordre hierarchique sur la respon器bilite
d
e
s
 a
g
e
n窃
•
R
D
P
,
 1914, p. 

晏．

(Ill)

中
村
・
前
掲
注

(34)
二
六
二
頁
以
下
、
小
山
敬
晴
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
代
表
的
労
働
組
合
概
念
の
変
容
(
-
)
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
第
一
四

0
号
（
二

0

―
一
年
）
一
四
九
頁
以
下
。
G
佳
es
A
u
z
e
r
o
 et 
E
m
m
a
n
u
e
l
 Dockes, Droit d
u
 travail, 31• 

ed., 
Dalloz, 2017, 
p. 
1533 et 
s. 

(112)

こ
の
法
律
の
意
義
に
言
及
す
る
も
の
と
し
て
、
晴
山
・
前
掲
注

(9)
九
七
巻
五
号
九
四
＇
九
五
頁
、
F
a
b
r
i
c
e
Melleray• 

Droit d
e
 la J
o
n
e
忠
n
publique, 4• 

ed., 

E
8
 
nornica, 2017, 
p. 
20 et 
s. 

(113) 
Ibid., 
p. 
133. 

（山）

R
e
n
e
 Chapus, Dr, 0 it 
a
d
m
i
n
豆
ratif
general, 15• 

ed., 
t
 2, 
Montchrestien, 2001, 
p. 
78. 

(lls) 
G
u
y
 Thuillier, 
L
e
 statut 
d
e
s
 fonctionnaites 
d
e
 1941, 
Rev. 
A
d
m
.
,
 n°191, 1979, 
p, 
480. 

（
圃
）
一
九
四
六
年
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
の
全
条
文
を
掲
載
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
印
る
r
g
e
s
Bidault, 
Loi 
n
°
4
6
，2294 
d
u
 19 
octobre 
1946 relative 
a
u
 

s
5
 tut 
general d
e
s
 fonctionaires, 
Rev. 
A
d
m
.
,
 n°Special, 1996, 
p. 
84 et 
s. 

(117)A• 

N.Const. elue le 
2
 juin 1946, Rapp. d
e
 Y
v
e
s
 F
a
g
o
n
 fait a
u
 n
o
m
 d
e
 la C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 d
e
 l'Interieur, n
°
I
I
 ,
 821, Rev. A
d
m
.
,
 n°special, 1995, p. 
84 

et 
s. 

(lls) 
Ibid., 
p. 
86. 

(119)

こ
れ
に
よ
り
、
協
定
に
法
的
効
力
を
付
与
す
る
法
改
正
を
議
論
す
る
際
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
官
公
吏
関
係
法
令
規
律
原
理
を
根
拠
に
、
官
公
吏
の
権
利
利
益
に
関

す
る
決
定
が
憲
法
第
三
四
条
や
第
三
七
条
の
法
律
制
定
権
や
命
令
制
定
権
の
管
轄
に
属
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
議
論
に
つ
き
、
本
稿
第
二
章
第
三
節
第

一
款
1
参
照
。

(120) 
Melleray, 
Droit d
e
 la fonction publique, 
op. 
cit., 
p. 
134. 

(121) 
J
e
a
n
 Waline, 
Droit administratif, 
26• 

ed., Dalloz, 2016, 
p. 
400. た
だ
し
、
同
書
は
、
当
初
は
ジ
ャ
ン
・
リ
ヴ
ェ
ロ
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
も
の
を
、
ワ

リ
ー
ヌ
が
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
官
公
吏
関
係
に
つ
い
て
は
リ
ヴ
ェ
ロ
に
よ
る
旧
版
に
も
同
旨
の
説
明
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
説
明
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
下

井
・
前
掲
注

(20)
六
六
頁
。
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起
草
さ
れ
、
さ
ら
に
は
、
前
記
の
と
お
り
、

第
一
款
憲
法
制
定
国
民
議
会
に
お
け
る
議
論

第
一
節

第
二
章

(122) 
Olivier 
Dord, D
r
o
i
t
 d
e
 la fonction publiq
忍
,
3°ed., P
U
F
,
 2
0
1
7
,
 
p
p
.
 1
5
-
1
6
.
 

労
働
者
参
加
原
理

以
上
の
官
公
吏
関
係
法
令
規
律
原
理
に
対
し
、
以
下
で
は
、
「
す
べ
て
の
労
働
者
は
、
そ
の
代
表
者
を
通
じ
て
、
労
働
条
件
の
集
団
的
決

定
と
企
業
の
管
理
に
参
加
す
る
」
と
定
め
る
第
四
共
和
政
憲
法
前
文
第
八
段
に
よ
り
、
公
務
員
を
含
め
た
労
働
者
が
自
ら
の
勤
務
条
件
や
権

利
義
務
等
の
決
定
過
程
に
参
加
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
と
し
て
確
立
し
た
労
働
者
参
加
原
理
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
ず
、
こ
の
労
働

者
参
加
原
理
を
憲
法
に
定
め
、
公
務
員
法
に
も
具
体
的
に
法
制
度
化
し
た
第
四
共
和
政
憲
法
制
定
国
民
議
会
に
お
け
る
議
論
を
検
討
す
る

（
第
一
節
）
。
続
い
て
、
労
働
法
（
第
二
節
）
、
及
び
、
公
務
員
法
（
第
三
節
）
に
お
い
て
、
こ
の
原
理
が
ど
の
よ
う
に
法
制
度
化
さ
れ
、
憲
法

院
判
決
を
通
し
、
ど
の
よ
う
な
憲
法
上
の
意
義
を
有
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

第
四
共
和
政
憲
法
制
定
当
時
の
議
論

前
記
の
と
お
り
、
労
働
者
参
加
原
理
は
、
第
四
共
和
政
憲
法
の
前
文
第
八
段
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
こ
の
原
理
を

定
め
、
公
務
員
法
の
中
で
具
体
化
し
た
第
四
共
和
政
憲
法
制
定
国
民
議
会
の
議
論
（
第
一
款
）
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
を
、
社
会
的
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
論
（
第
二
款
）
、
及
び
、
利
益
代
表
者
の
有
す
る
知
見
と
い
う
意
義
（
第
三
款
）
か
ら
検
討
す
る
。

一
九
四
六
年
六
月
二
日
選
出
の
第
四
共
和
政
憲
法
制
定
国
民
議
会
で
は
、
労
働
者
参
加
原
理
を
定
め
る
第
四
共
和
政
憲
法
前
文
第
八
段
が

一
九
四
六
年
官
公
吏
一
般
身
分
規
程
法
律
が
審
議
さ
れ
、
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
、
第
一

(123) 

九
条
か
ら
第
ニ
―
条
に
か
け
、
公
務
員
法
の
中
で
労
働
者
参
加
原
理
を
具
体
化
す
る
法
制
度
で
あ
る
同
数
公
務
員
制
度
高
等
評
議
会
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(Conseil superieur d
e
 la 
fonction publique)
、

同

3
奴

A
車
工
番
華
函
今
K
(
c
o
m
m
i
s
s
i
o
n
administrative paritaire)
、
乃
{
バ
)
ヽ
同
四
四

a打
咋
8
営
神
竺
本
(

同
議
会
に
お
け
る
前
記
の
フ
ァ
ゴ
ン
報
告
書
は
、
同
法
律
の
基
と
な
っ
た
内
閣
提
出
法
案
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
以
下
の
と
お
り
に
、

労
働
者
参
加
原
理
と
、
こ
れ
を
具
体
化
す
る
法
制
度
に
つ
い
て
論
じ
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
、

フ
ァ
ゴ
ン
報
告
書
は
、
労
働
者
参
加
原
理
の
趣
旨
に
つ
き
、
「
民
主
主
義
は
、
そ
の
基
礎
に
あ
る
自
由
と
と
も
に
、
市
民
間
の
平

等
と
い
う
関
心
事
、
及
び
、
共
通
事
務
（
民
邑
res
c
o
m
m
u
n
e
s
)

の
管
理
に
対
す
る
個
人
と
共
同
体
と
に
よ
る
絶
え
間
な
い
協
力
と
い
う
関

心
事
と
い
っ
た
二
重
の
関
心
事
を
含
意
し
て
い
る
。
憲
法
が
、
労
働
条
件
の
集
団
的
決
定
と
企
業
の
管
理
と
に
対
す
る
労
働
者
参
加
の
原
理

(124) 

と
労
働
者
団
結
の
原
理
と
を
宣
言
す
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
二
重
の
関
心
事
に
応
え
る
た
め
で
あ
る
」
と
理
解
す
る
。

こ
う
し
た
理
解
か
ら
は
、
民
主
主
義
の
要
請
が
政
治
の
領
域
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
の
領
域
で
の
共
通
事
務
の
管
理
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
民
主
主
義
の
要
請
が
労
働
者
参
加
原
理
の
基
礎
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
点
は
、
後
記
の
社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。

こ
う
し
た
理
解
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、

な
お
、

フ
ァ
ゴ
ン
報
告
書
は
、
「
官
公
吏
に
対
し
、
彼
ら
が
推
進
す
る
公
役
務
の
作
用
に
組
織
的
に
参

加
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
こ
と
は
、
民
主
主
義
に
関
す
る
制
度
の
正
常
な
発
展
に
対
し
、
論
理
的
か
つ
適
合
的
で
あ
る
」
と
す
る
こ
と
に
よ

(125) 

り
、
官
公
吏
の
参
加
を
前
記
の
民
主
主
義
観
に
基
づ
き
正
当
化
す
る
の
で
あ
る
。

フ
ァ
ゴ
ン
報
告
書
は
、
公
務
員
の
有
す
る
具
体
的
な
知
見
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
役
務
に
も
た
ら
さ
れ
る
利
益
に
も
言
及

す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
全
て
の
レ
ベ
ル
の
階
級
で
の
公
務
員
と
公
権
力
と
の
協
同
は
、
我
々
が
公
役
務
の
編
成
運
営
と
機
能
を
改
善
し
よ
う

と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
実
現
さ
れ
、
確
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
協
同
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
行
政
が
、
現
在
ま
で

の
と
こ
ろ
は
、
良
い
意
思
を
く
じ
き
、
非
常
に
好
ま
し
い
自
発
性
を
抑
圧
す
る
こ
と
に
し
ば
し
ば
つ
な
が
る
階
級
的
で
、
緩
慢
で
、
鈍
重
な

手
段
以
外
に
は
提
案
し
、
意
見
を
伝
え
る
手
段
を
有
し
て
い
な
い
公
務
員
が
職
務
遂
行
中
に
獲
得
し
た
経
験
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
で

員
会

(
8旦
te
technique 
paritaire)

を
定
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
有
益
で
あ
る
と
証
明
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
」
と
し
て
い
，
ぶ
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
報
告
書
は
、
公
務
員
の
代
表
を
通
し
た

参
加
が
、
彼
ら
の
有
す
る
具
体
的
な
知
見
の
表
明
と
公
役
務
に
よ
る
そ
の
活
用
と
い
う
意
義
を
も
有
す
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
第
四
共
和

政
憲
法
前
文
第
八
段
で
は
、
「
労
働
条
件
の
集
団
的
決
定
」
へ
の
参
加
だ
け
で
は
な
く
、
労
働
条
件
に
限
ら
れ
な
い
「
企
業
の
管
理
」
へ
の

参
加
を
も
保
障
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
者
を
、
公
務
員
法
で
は
「
公
役
務
の
編
成
運
営
と
機
能
」
へ
の
参
加
で
あ
る
と
解
し
た
う
え
で
、

と
り
わ
け
、
こ
の
点
に
つ
き
、
公
務
員
の
有
す
る
具
体
的
な
知
見
の
活
用
と
い
う
意
義
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論

以
上
の
フ
ァ
ゴ
ン
報
告
書
で
は
、
ま
ず
、
労
働
の
領
域
と
い
う
社
会
の
領
域
に
も
民
主
主
義
の
要
請
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
考
え

方
が
、
労
働
法
と
公
務
員
法
に
お
け
る
労
働
者
参
加
原
理
の
基
礎
に
お
か
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
以
下
か
ら
導
か
れ
る
こ
と

(lZI) 

と
な
る
社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
基
づ
く
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
は
、
前
近
代
の
身
分
制
か
ら
全
て
の
個
人
が
平
等
で
あ
る
国
家
へ
と
転
換
を
は
か
る
た
め
に
、
抽
象
的

で
同
質
的
な
国
民
像
が
前
提
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
前
近
代
に
は
個
人
と
国
家
と
の
間
に
存
在
し
、
身
分
制
を
支
え
て
い
た
中
間
団
体

(128) 

や
結
社
が
否
定
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
個
人
と
集
権
国
家
か
ら
な
る
二
極
構
造
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
世
紀
以
降
に
資
本
主
義
が
発
展
し
て
く
る
と
、
個
人
の
間
で
の
格
差
や
不
平
等
が
「
社
会
問
題
」
の

形
で
明
ら
か
と
な
り
、
こ
れ
に
伴
い
、
社
会
の
領
域
で
労
働
者
等
の
弱
者
が
労
働
条
件
等
を
決
定
す
る
過
程
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

(129)

（

Ill) 

認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
個
人
が
「
法
準
則
を
課
さ
れ
る
前
に
、
そ
の
法
準
則
に
同
意
す
る
権
利
」
の
保
障
を

(131) 

求
め
る
個
人
の
自
律
性
の
原
理
や
、
実
質
的
平
等
の
原
理
が
、
労
働
条
件
等
に
関
す
る
決
定
に
も
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
か
ら
導
か
れ
る
社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
、
政
治
の
領
域
に
の
み
民
主
政
原
理
を
適
用
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
労
働
の
領
域
を
は

じ
め
と
し
た
社
会
の
領
域
に
お
い
て
も
、
民
主
政
原
理
に
基
づ
き
、
労
働
者
を
は
じ
め
と
し
た
当
事
者
が
参
加
す
る
こ
と
を
保
障
す
べ
き
と

し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
、 第

二
款
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(132) 

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
「
第
一
の
意
味
は
、
国
民
の
自
由
と
平
等
が
保
障
さ
れ
、
特
に
、
法
的
平
等
の

み
な
ら
ず
事
実
上
の
平
等
が
は
か
ら
れ
、
各
人
の
福
祉
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
」
で
あ
り
、
「
第
二
の
意
味
は
、
手
段
と
し
て
、
民
主
的
手
続

(133) 

が
政
治
的
領
域
か
ら
経
済
的
、
社
会
的
領
域
に
も
拡
大
す
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
。

ま
た
、
社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
は
、
こ
の
よ
う
に
労
働
者
参
加
原
理
の
基
礎
に
個
人
の
自
律
性
の
原
理
を
据
え
る
点
で
、
「
憲
法
は
、

労
働
者
が
自
己
の
労
働
諸
条
件
決
定
過
程
か
ら
排
除
さ
れ
、
そ
れ
が
使
用
者
や
そ
の
他
第
三
者
に
よ
っ
て
一
方
的
に
決
定
さ
れ
る
と
い
う
事

態
を
正
義
に
反
す
る
と
見
て
、
労
働
者
団
結
に
対
し
て
国
家
か
ら
の
自
由
を
保
障
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
さ
ら
に
彼
ら
の
実
質
的
関
与
を
積

(131) 

極
的
に
保
障
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
」
と
す
る
理
解
を
前
提
と
し
、
労
働
基
本
権
が
憲
法
第
一
三
条
の
自
己
決
定
権
や
自
己
決
定
の
理
念

(135)

（

136) 

を
保
障
す
る
側
面
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
西
谷
敏
の
所
論
と
も
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
う
し
た
自
己
決
定
の
理
念
に
基
づ
く
労
働
基
本
権
観
も
、
こ
れ
を
公
務
員
法
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
と
、
法
令
に
よ
る
一

方
的
か
つ
他
律
的
決
定
を
求
め
る
勤
務
条
件
法
定
主
義
原
理
と
、
こ
う
し
た
他
律
的
決
定
の
要
請
と
本
質
的
に
相
反
す
る
自
己
決
定
の
理
念

と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
公
務
員
も
憲
法
第
二
八
条
の
労
働
基
本
権
を
行
使
す
る
主
体
と
し

て
の
勤
労
者
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
以
上
は
、
自
己
決
定
の
理
念
に
基
づ
く
労
働
基
本
権
の
要
請
と
、
勤
務
条
件
法
定
主
義
原
理

に
基
づ
く
勤
務
条
件
の
他
律
的
決
定
の
要
請
と
は
、
相
互
に
尊
重
さ
れ
る
べ
き
関
係
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
西
谷
は
、
公
務

員
の
団
体
交
渉
権
の
保
障
に
つ
い
て
は
、
労
働
基
本
権
を
自
己
決
定
の
理
念
か
ら
把
握
し
た
う
え
で
、
勤
務
条
件
法
定
主
義
原
理
の
要
請
を

尊
重
し
つ
つ
も
、
「
と
く
に
法
案
作
成
段
階
の
団
体
交
渉
や
法
定
さ
れ
な
い
諸
条
件
の
た
め
の
団
体
交
渉
は
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(137) 

と
す
る
の
で
あ
る
。

第
三
款

利
益
代
表
者
の
知
見

ま
た
、
フ
ァ
ゴ
ン
報
告
書
で
は
、
前
記
の
と
お
り
、
公
務
員
の
参
加
が
、
職
務
を
通
し
て
公
務
員
が
獲
得
し
た
経
験
と
、
こ
れ
に
基
づ
く
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第

一

款

法

制

度

第
二
節
労
働
法
に
お
け
る
法
制
度
と
憲
法
院
判
決

一
般

具
体
的
な
知
見
の
公
役
務
に
お
け
る
活
用
と
い
う
意
義
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
点
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
利
益
代
表
に
対
す
る

以
下
の
認
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
特
に
社
会
経
済
行
政
で
の
利
益
代
表
制
審
議
会
の
利
益

(138) 

代
表
者
は
、
「
同
時
に
そ
の
職
能
分
野
に
関
す
る
技
術
的
意
味
の
専
門
家
で
も
あ
る
」
こ
と
か
ら
、
彼
ら
自
身
の
有
す
る
専
門
性
を
表
明
す

べ
き
も
の
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
利
己
的
に
振
る
舞
う
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
知
識
や
経
験
を
表
明
し
、

利
益
の
確
定
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
が

i

。
さ
ら
に
、
現
代
の
憲
法
学
に
目
を
転
じ
る
と
、
「
社
会
的
な
る
も
の
の

憲
法
化
」
脚
は
、
こ
う
し
た
利
益
代
表
者
の
有
す
る
職
能
利
益
を
は
じ
め
と
し
た
利
益
を
「
『
現
場
』
、
す
な
わ
ち
、
実
際
の
経
験
と
具
体
的

(141) 

専
門
性
」
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
し
、
憲
法
秩
序
を
通
し
た
そ
の
保
障
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
利
益
代
表
者
の
有
す

る
知
見
の
活
用
と
い
う
意
義
は
、
社
会
経
済
行
政
の
領
域
と
は
異
な
る
も
の
の
、
前
記
の
と
お
り
、
公
務
員
の
参
加
を
保
障
す
る
諮
問
機
関

法
制
を
検
討
の
対
象
と
す
る
フ
ァ
ゴ
ン
報
告
書
で
も
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
憲
法
制
定
時
に
議
論
さ
れ
た
結
果
と
し
て
第
四
共
和
政
憲
法
前
文
第
八
段
に
定
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
労
働
者
参
加
原
理
は
、

具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
に
法
制
度
化
さ
れ
、
そ
の
後
、
憲
法
院
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。

ま
ず
、
以
下
で
は
、
労
働
法
に
お
け
る
法
制
度
（
第
一
款
）
と
憲
法
院
判
決
（
第
二
款
）
を
検
討
す
る
。

第
四
共
和
政
憲
法
前
文
第
八
段
の
定
め
る
「
労
働
条
件
の
集
団
的
決
定
」
へ
の
参
加
に
対
応
す
る
法
制
度
と
し
て
、
団
体
協
約

(8nven ,
 

（辺）

g
n
8
 
llective)
法
制
(
1
)
を
、
「
企
業
の
管
理
」
へ
の
参
加
に
対
応
す
る
法
制
度
と
し
て
、
企
業
内
の
従
業
員
代
表
法
制
(
2
)
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。
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す
る
際
に
、
特
に
問
題
と
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、

団
体
協
約
法
制

一
九
世
紀
後
半
に
労
働
組
合
が
法
認
さ
れ
て
く
る
に
つ
れ
、
事
実
上
の
も
の
と
し
て
登
場
し
、
既
に
、
第
四
共
和
政
憲
法

(143) 

の
制
定
に
先
立
ち
一
九
一
九
年
に
は
法
制
度
化
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
協
約
の
当
事
者
以
外
に
よ
る
労
働
力
の
安
売
り
を
防
止
し
、
協
約
の
締

結
を
通
し
て
労
働
条
件
の
最
低
基
準
を
設
け
る
た
め
に
、
一
九
三
六
年
六
月
二
四
日
法
律
と
一
九
五

0
年
二
月
ー
ニ
日
法
律
第
五

0
ー
ニ

0

(144)

（

145)

．
 

五
号
に
よ
り
、
当
事
者
以
外
に
対
す
る
協
約
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
協
約
の
適
用
範
囲
の
拡
張
は
、
協
約
に
同
意
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
当
事
者
以
外
の
者
に
ま
で
そ
の
協
約

を
適
用
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
正
当
化
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
前
記
の
一
九
五

0
年
法

律
で
は
、
労
働
者
の
代
表
と
し
て
協
約
を
締
結
で
き
る
組
合
の
基
準
と
し
て
、
①
組
合
員
数
、
②
財
政
、
③
独
立
性
、
④
組
合
の
経
験
と
年

（園）

数
、
⑤
占
領
期
の
愛
国
的
態
度
を
設
定
し
、
こ
れ
ら
の
基
準
に
基
づ
き
労
働
大
臣
に
よ
っ
て
代
表
性
を
評
価
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、

一
九
六
六
年
三
月
三
一
日
ア
レ
テ
に
よ
り
、
五
大
労
組

(
C
G
T
、
C
G
T
|
F
o
(
C
o
n
f
e
d
e
r
a
t
i
o
n
Generate 
d
u
 Travail 
,
 Fo
r
c
e
 

Ouvriere)
、
C
F
T
C
(
C
o
n
f
e
d
e
r
a
t
i
o
n
Francaise des Travailleurs C
阿
etiens)
、
C
F
D
T
(
C
o
n
f
e
d
e
r
a
t
i
o
n
Francaise D
e
m
o
c
r
a
t
i
q
u
e
 d
u
 

Travail)
、
一
九
八
二
年
以
降
は
C
F
E
ー
C
G
C
(
C
o
n
f
e
d
e
r
a
t
i
o
n
Francaise de l'Encadrement ,
 Confederation Generale d
e
s
 Cadres)
と

し
て
引
き
続
き
五
大
労
組
の
一
角
を
占
め
る
こ
と
と
な
る
C
G
C
(
C
o
n
f
e
d
e
r
a
t
i
o
n
Generale des 
Cadres))

が
代
表
性
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ

(147) 

れ
た
。と

は
い
え
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
代
表
性
の
認
め
ら
れ
て
い
る
組
合
は
、
必
ず
し
も
協
約
の
適
用
さ
れ
る
関
係
労
働
者
の
多
数
派
の
支
持

を
得
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
点
で
、
こ
う
し
た
基
準
は
協
約
の
拡
張
適
用
に
対
す
る
正
統
性
を
保
障
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ

の
点
は
、
法
令
を
は
じ
め
と
し
た
上
位
規
範
に
定
め
ら
れ
て
い
る
労
働
条
件
を
労
働
者
に
と
っ
て
有
利
に
変
更
す
る
協
約
に
し
か
そ
の
有
効

性
を
認
め
な
い
と
す
る
有
利
原
則
を
緩
和
し
、
労
働
者
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
労
働
条
件
等
の
変
更
を
行
な
う
協
約
の
締
結
を
認
め
よ
う
と

団
体
協
約
は
、

一
九
八
二
年
の
オ
ル
ー
法
の
一
環
で
あ
る
一
九
八
二
年
―
一
月
一
三
日
法
律
第
八
ニ
ー
九
五
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(148) 

七
号
）
で
は
、
こ
う
し
た
不
利
益
変
更
を
認
め
る
一
九
八
二
年
一
月
一
六
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
八
ニ
ー
四
一
号
を
受
け
、
不
利
益
変
更
の
際

に
関
係
労
働
者
の
過
半
数
の
反
対
の
な
い
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

(149) 

そ
の
後
、
二

0
0
四
年
の
フ
ィ
ヨ
ン
法
（
二

0
0
四
年
五
月
四
日
法
律
第
二

0
0
四
ー
三
九
一
号
）
で
は
、
①
労
働
者
代
表
選
挙
の
結
果
に
基

づ
き
関
係
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
組
合
が
署
名
す
る
協
約
か
、
ま
た
は
、
②
過
半
数
の
関
係
労
働
者
を
代
表
し
て
い
な
い
も
の
の
前

記
の
五
つ
の
基
準
に
照
ら
し
た
代
表
的
組
合
の
署
名
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
過
半
数
の
関
係
労
働
者
を
代
表
す
る
組
合
の
反
対
し
な
い

協
約
を
有
効
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
従
来
は
法
律
等
の
上
位
規
範
の
定
め
る
労
働
条
件
を
労
働
者
に
対
し
不
利
に
変
更
す
る
協
約
に
の
み
認

め
ら
れ
て
い
た
過
半
数
原
則
を
、
こ
う
し
た
不
利
益
変
更
を
内
容
と
す
る
協
約
以
外
に
も
一
般
化
し
た
。

(150) 

さ
ら
に
、
二

0
0
八
年
八
月
二

0
日
法
律
第
二

0
0
八
ー
七
八
九
号
で
は
、
前
記
の
一
九
六
六
年
ア
レ
テ
に
よ
る
代
表
性
の
付
与
が
廃
止

さ
れ
、
加
え
て
、
前
記
の
一
九
五

0
年
法
律
に
よ
る
代
表
性
の
基
準
を
、
①
共
和
国
の
価
値
の
尊
重
、
②
使
用
者
か
ら
の
独
立
性
、
③
財
政

の
透
明
性
、
④
交
渉
レ
ベ
ル
を
カ
バ
ー
す
る
職
業
的
地
域
的
な
領
域
で
の
二
年
以
上
の
活
動
、
⑤
労
働
者
代
表
選
挙
に
基
づ
く
労
働
者
の
支

持
、
⑥
特
に
活
動
と
経
験
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
影
響
力
、
⑦
組
合
員
数
と
組
合
費
に
変
更
し
た
（
労
働
法
典
第
L
ニ
―
ニ
―
ー
一
条
）
。
こ
れ
ら

の
基
準
の
中
で
も
特
に
、
企
業
レ
ベ
ル
で
は
一

0
%
、
産
業
レ
ベ
ル
と
全
国
レ
ベ
ル
で
は
八
％
と
い
う
労
働
者
代
表
選
挙
で
の
得
票
率
を
求

め
る
⑤
の
基
準
に
よ
り
、
代
表
性
が
実
際
の
関
係
労
働
者
の
支
持
と
直
接
に
結
び
つ
く
こ
と
と
な
る
。

な
お
、
団
体
協
約
を
締
結
す
る
に
あ
た
り
、
主
と
し
て
以
下
の
事
項
に
つ
い
て
交
渉
が
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
部
門
レ
ベ
ル
、
及
び
、

職
業
レ
ベ
ル
で
は
、
①
給
与
、
②
男
女
平
等
を
保
障
す
る
た
め
の
措
置
、
③
確
認
さ
れ
た
男
女
不
平
等
を
解
消
す
る
た
め
の
調
整
措
置
、
④

セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
性
的
背
理
行
為
に
対
す
る
予
防
と
対
策
を
目
的
と
し
た
措
置
を
と
る
権
限
を
企
業
に
与
え
る
こ
と
、
⑤
労
働

条
件
、
⑥
雇
用
と
能
力
の
予
測
管
理
、
⑦
労
働
上
の
リ
ス
ク
要
因
に
晒
さ
れ
る
こ
と
の
影
響
の
考
慮
、
⑧
障
が
い
労
働
者
に
関
す
る
職
業
上

の
統
合
と
雇
用
の
維
持
、
及
び
、
⑨
賃
金
労
働
者
の
職
業
訓
練
に
関
す
る
最
優
先
課
題
、
目
的
、
手
段
に
関
し
、
少
な
く
と
も
四
年
に
一
度

は
交
渉
が
な
さ
れ
る
（
労
働
法
典
第
L
ニ
ニ
四
一
—
一
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
）
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
レ
ベ
ル
で
は
、
①
職
業
上
の
男
女
平
等
と



73―フランス公務員参加法における基本原理口

以
上
の
と
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
団
体
協
約
法
制
で
は
、
団
体
協
約
を
協
約
締
結
当
事
者
以
外
に
も
拡
張
適
用
す
る
こ
と
を
認
め
る
に
あ
た

り
、
当
事
者
以
外
の
適
用
対
象
者
の
同
意
の
欠
如
が
長
ら
く
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
自
ら
に
適
用
さ
れ
る
法
準
則
に

事
前
に
同
意
す
る
権
利
等
を
基
礎
と
し
、
民
主
主
義
に
関
す
る
諸
原
理
を
労
働
の
領
域
に
も
適
用
す
る
社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
基
づ
き
、

代
表
者
を
介
し
て
労
働
条
件
の
集
団
的
決
定
に
参
加
す
る
こ
と
を
求
め
る
前
記
の
労
働
者
参
加
原
理
の
趣
旨
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
前
記
の
と
お
り
、
オ
ル
ー
法
と
フ
ィ
ヨ
ン
法
で
は
、
過
半
数
の
関
係
労
働
者
の
存
在
を
団
体
協
約
の
要
件
と
し
、
二
〇

0
八
年
の
法
改
正
で
は
、
労
働
者
代
表
選
挙
で
の
労
働
者
の
支
持
を
組
合
の
代
表
性
の
基
準
と
し
た
の
で
あ
る
。

翻
っ
て
、
日
本
の
協
約
法
制
に
目
を
向
け
る
と
、
協
約
が
当
事
者
間
に
の
み
効
力
を
有
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
も
の
の
、
「
一
の
工
場

事
業
場
に
常
時
使
用
さ
れ
る
同
種
の
労
働
者
の
四
分
の
三
以
上
の
数
の
労
働
者
が
一
の
労
働
協
約
の
適
用
を
受
け
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
当

該
工
場
事
業
場
に
使
用
さ
れ
る
他
の
同
種
の
労
働
者
に
関
し
て
も
、
当
該
労
働
協
約
が
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
定
め
る
労
働
組
合
法

第
一
七
条
や
、
「
一
の
地
域
に
お
い
て
従
業
す
る
同
種
の
労
働
者
の
大
部
分
が
一
の
労
働
協
約
の
適
用
を
受
け
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
当
該

労
働
協
約
の
当
事
者
の
双
方
又
は
一
方
の
申
立
て
に
基
づ
き
、
労
働
委
員
会
の
決
議
に
よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
当

な
い
公
務
員
法
上
の
協
定
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

渉
が
な
さ
れ
る
（
労
働
法
典
第
L
ニ
ニ
四
ニ
ー
一
条
）
。

職
務
の
男
女
混
成
と
い
う
目
標
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
る
配
置
転
換
の
必
要
性
の
検
討
、
及
び
、
②
企
業
間
財
形
貯
蓄
制
度
、
又
は
、
企
業

間
団
体
年
金
積
立
貯
蓄
制
度
に
つ
い
て
も
、
少
な
く
と
も
五
年
に
一
度
は
交
渉
が
な
さ
れ
る
（
同
条
第
六
号
、
及
び
、
第
七
号
）
。
ま
た
、
企
業

レ
ベ
ル
で
は
、
①
報
酬
、
特
に
実
際
の
給
与
（
s
告
ires
effectifs)
、
②
労
働
時
間
、
③
企
業
に
お
い
て
付
加
さ
れ
た
価
値
の
分
配
、
④
職
業

上
の
男
女
平
等
、
特
に
男
女
間
の
報
酬
格
差
の
解
消
の
た
め
の
措
置
、
及
び
、
⑤
労
働
生
活
の
質
に
つ
き
、
少
な
く
と
も
四
年
に
一
度
は
交

ま
た
、
締
結
さ
れ
た
団
体
協
約
は
、
基
本
的
に
は
有
利
原
則
に
反
し
な
い
限
り
で
、
規
範
的
効
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
（
労
働
法
典
第

L
ニ
ニ
五
一
ー
一
条
、
同
法
典
第
L
ニ
ニ
五
四
ー
一
条
等
）
。
こ
の
点
は
、
後
記
の
と
お
り
法
的
効
力
を
否
定
さ
れ
政
治
的
倫
理
的
効
力
し
か
有
し
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前
者
の
従
業
員
代
表
委
員
法
制
は
、

2
 

も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

一
九
四
五
年
二
月
二
二
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
企
業
委

一
九
四
六
年
四
月

該
地
域
に
お
い
て
従
業
す
る
他
の
同
種
の
労
働
者
及
び
そ
の
使
用
者
も
当
該
労
働
協
約
（
…
…
）
の
適
用
を
受
け
る
べ
き
こ
と
の
決
定
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
同
法
第
一
八
条
に
基
づ
き
、
拡
張
適
用
の
対
象
者
が
算
入
さ
れ
て
も
な
お
大
半
の
労
働
者
が
従
前
か
ら
の
本
来

の
適
用
対
象
者
で
あ
っ
た
と
い
う
場
合
の
み
が
あ
て
は
ま
る
非
常
に
厳
し
い
要
件
の
下
で
、
協
約
の
拡
張
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

要
件
の
下
で
は
、
拡
張
適
用
に
あ
た
っ
て
も
適
用
対
象
者
の
大
半
の
同
意
を
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
そ
の
一
方
で
、
あ
く
ま
で

も
、
協
約
締
結
当
事
者
の
み
に
対
す
る
適
用
が
原
則
と
さ
れ
、
前
記
の
フ
ラ
ン
ス
法
と
比
較
す
る
と
、
拡
張
適
用
制
度
が
極
め
て
例
外
的
な

企
業
に
お
け
る
従
業
員
代
表
法
制

(151) 

労
働
者
参
加
原
理
を
定
め
る
第
四
共
和
政
憲
法
前
文
第
八
段
の
起
草
過
程
で
前
提
と
し
て
考
慮
さ
れ
た
も
の
と
し
て

(152) 

一
六
日
法
律
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
従
業
員
代
表
委
員
法
制
、
及
び
、

(153) 

員
会
法
制
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

―
一
人
以
上
の
従
業
員
を
有
す
る
全
て
の
企
業
に
お
け
る
従
業
員
が
従
業
員
代
表
委
員
を
選
挙
す
る

こ
と
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
（
労
働
法
典
旧
第
L
二
三
―
ニ
ー
一
条
）
。
従
業
員
代
表
委
員
は
、
法
規
や
労
働
協
約
等
の
適
用
と
給
与
と
に
関

す
る
全
て
の
苦
情
を
使
用
者
に
伝
え
る
こ
と
、
及
び
、
労
働
監
督
署
に
、
そ
の
労
働
監
督
署
の
管
轄
す
る
法
規
の
適
用
に
関
す
る
す
べ
て
の

不
平
と
所
見
を
訴
え
る
こ
と
を
主
な
任
務
と
す
る
（
労
働
法
典
旧
第
L
二
三
一
三
ー
一
条
）
。

後
者
の
企
業
委
員
会
法
制
は
、
従
業
員
に
よ
り
選
挙
さ
れ
た
従
業
員
代
表
と
使
用
者
代
表
と
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
企
業
委
員
会
を
設
立
す

る
こ
と
を
、
五

0
人
以
上
の
従
業
員
を
雇
用
す
る
全
て
の
企
業
の
中
で
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
（
労
働
法
典
旧
第
L
二
三
ニ
ニ
ー
一
条
）
。
こ
の

委
員
会
は
、
従
業
員
に
よ
る
集
団
的
な
意
見
表
明
の
保
障
と
職
業
的
利
益
、
経
済
的
利
益
、
社
会
的
利
益
、
及
び
、
文
化
的
利
益
の
保
障
と

を
主
な
任
務
と
す
る
（
労
働
法
典
旧
第L
二
三
二
三
ー
一
条
、
同
法
典
旧
第
L

二
三
二
三
—
八
三
条
）
。
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第
二
款

―
一
人
以
上
の
従
業
員
を
有
す
る
全
て
の
企
業
に
設
置
さ
れ
る

ま
た
、
第
四
共
和
政
憲
法
の
起
草
過
程
で
は
直
接
に
前
提
と
さ
れ
た
制
度
で
は
な
い
も
の
の
、
労
働
者
参
加
原
理
を
保
障
す
る
従
業
員
代

表
法
制
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

一
九
八
二
年
の
オ
ル
ー
法
の
一
環
で
あ
る
一
九
八
二
年
―
二
月
二
三
日
法
律
第
八
ニ
ー
一

0
九
七
号
に
よ
っ
て

(154) 

創
設
さ
れ
た
衛
生
安
全
労
働
条
件
委
員
会
法
制
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
委
員
会
は
、
ヴ
ィ
シ
ー
政
府
時
代
に
は
一
九
四
一
年
八
月

四
日
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
、
第
四
共
和
政
期
に
は
一
九
四
七
年
八
月
一
日
デ
ク
レ
第
四
七
ー
一
四
三

0
号
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
衛
生
安
全
委

員
会
を
前
身
と
す
る
。
こ
の
委
員
会
は
、
五

0
人
以
上
の
従
業
員
を
有
す
る
企
業
の
中
で
、
前
記
の
従
業
員
代
表
委
員
と
企
業
委
員
会
の
従

業
員
代
表
と
が
選
ぶ
委
員
と
使
用
者
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
（
労
働
法
典
旧
第
L
四
六
―

-
I
一
条
、
同
法
典
旧
第
L
四
六
―
―
―
―
ー
一
条
）
。
ま

た
、
労
働
者
の
衛
生
と
安
全
の
保
障
や
労
働
条
件
の
向
上
へ
の
貢
献
等
を
主
な
任
務
と
す
る
（
労
働
法
典
旧
第
L
四
六
―
ニ
ー
一
条
）
。

以
上
の
―
―
―
つ
の
制
度
は
、
二

0
一
七
年
九
月
二
二
日
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
第
二

0
一
七
ー
ニ
―
―
八
六
号
に
よ
り
、
同
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
の
新
設
す

る
社
会
経
済
委
員
会
法
制
に
統
合
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
委
員
会
は
、

（
労
働
法
典
第
L
二
＝
ニ
―
ー
ニ
条
）
。
従
業
員
代
表
と
使
用
者
で
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
（
労
働
法
典
第
L
二
三
一
四
ー
一
条
）
、
使
用
者
に
対

す
る
個
別
的
ま
た
は
集
団
的
な
要
求
や
意
見
表
明
、
及
び
、
衛
生
安
全
労
働
条
件
の
向
上
へ
の
貢
献
等
を
主
た
る
任
務
と
す
る
（
労
働
法
典

第
L
二
三
ー
ニ
ー
五
条
、
同
法
典
第
L
二
三
―
ニ
ー
八
条
）
。

い
ず
れ
の
制
度
も
、
企
業
の
中
で
、
使
用
者
に
対
し
て
従
業
員
の
利
益
を
擁
護
し
、
そ
の
地
位
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
従
業

員
代
表
者
を
、
従
業
員
自
ら
が
選
挙
を
通
し
て
選
出
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
。

憲

法

院

判

決

憲
法
院
は
、
労
働
者
参
加
原
理
に
憲
法
上
の
効
力
を
認
め
た
う
え
で
、
こ
の
原
理
を
、
以
上
の
法
制
度
の
基
礎
に
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。

こ
の
原
理
に
対
し
て
憲
法
院
が
初
め
て
憲
法
上
の
効
力
を
認
め
、
違
憲
審
査
に
お
け
る
そ
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、

(155) 

七
月
五
日
判
決
第
七
七
ー
七
九

D
C
号
で
あ
る
。
こ
の
判
決
で
は
、
特
定
の
若
年
労
働
者
の
雇
用
を
促
進
す
る
た
め
に
彼
ら
を
労
働
法
典
上

一
九
七
七
年
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の
従
業
員
数
に
算
入
し
な
い
と
す
る
一
九
七
七
年
七
月
五
日
法
律
第
七
七
ー
七

0
四
号
第
四
条
の
規
定
が
、
こ
れ
に
よ
り
、
前
記
の
企
業
委

員
会
の
設
置
要
件
で
あ
る
五

0
名
以
上
の
従
業
員
を
実
際
に
は
雇
用
し
て
い
る
企
業
の
中
で
、
に
も
拘
ら
ず
企
業
委
員
会
を
設
置
し
な
い
こ

と
を
容
認
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
第
四
共
和
政
憲
法
前
文
第
八
段
の
労
働
者
参
加
原
理
に
反
す
る
と
し
て
問
題
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
事

案
を
受
け
て
憲
法
院
は
、
以
下
の
と
お
り
、
労
働
者
参
加
原
理
に
憲
法
上
の
効
力
を
認
め
、
そ
の
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
「
一
九
五
八
年
一

0
月
四
日
憲
法
の
前
文
が
確
認
す
る
一
九
四
六
年
一

0
月
二
七
日
憲
法
の
前
文
が
第
八
段
に
『
す
べ
て
の
労
働
者

は
、
代
表
者
を
介
し
、
労
働
条
件
の
集
団
的
決
定
と
企
業
の
管
理
に
参
加
す
る
』
と
定
め
て
い
る
と
は
い
え
、
憲
法
第
三
四
条
は
労
働
権
と

組
合
権
と
に
関
す
る
基
本
的
原
理
の
決
定
を
法
律
事
項
で
あ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
四
共
和
政
憲
法
前
文
第
八
段
の
示
す
原
理
を
尊

(156) 

重
し
つ
つ
こ
の
原
理
を
実
施
す
る
条
件
を
定
め
る
責
任
を
負
う
の
は
、
立
法
府
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
本
件
に
も
あ
て
は
ま
る
」
と
す
る
こ

と
に
よ
り
、
換
言
す
る
と
、
「
罷
業
権
に
関
す
る
前
文
に
定
め
ら
れ
て
い
る
定
式
、
す
な
わ
ち
、
『
罷
業
権
を
、
こ
れ
を
定
め
る
法
律
の
枠
組

(157)

（

158) 

に
従
い
行
使
す
る
』
と
い
う
定
式
を
ほ
ぼ
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
」
、
こ
の
点
に
つ
い
て
合
憲
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
判
決
か
ら
、

一
方
で
、
従
業
員
代
表
法
制
が
労
働
者
参
加
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
、
及
び
、
他
方
で
、
そ
の
原
理
の
実
施
は
、
法
律
に
留
保
さ
れ
て

お
り
、
広
範
な
立
法
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

こ
の
判
決
は
、
「
労
働
条
件
の
集
団
的
決
定
」
へ
の
参
加
と
「
企
業
の
管
理
」
へ
の
参
加
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
双
方
に
対
し
て
ま
と

め
て
憲
法
上
の
効
力
を
認
め
、
そ
の
性
質
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
判
決
の
事
案
は
、
企
業
委
員
会
と
い
う
主
と
し
て

「
企
業
の
管
理
」
へ
の
参
加
を
保
障
す
る
従
業
員
代
表
法
制
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
主
と
し
て
「
労
働
条
件
の
集
団
的
決

(159) 

一
九
七
八
年
一
月
一
八
日
判
決
第
七
七
ー
九
二

D
C
号
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
判
決
で
は
、
①
労
働
大
臣
又
は
そ
の
代
理
（
会
長
。
た
だ
し
、
答
申
が
専
ら
農
業
の
み
に
関
係
す
る
団
体
協
約
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
と
き
に
は
、
労
働
大
臣
代
理
を
補
佐
と
し
て
農
業
大
臣
又
は
そ
の
代
理
が
司
会
を
務
め
る
）
、
R
国
民
経
済
大
臣
又
は
そ
の
代
理
、
R
コ
ン

セ
イ
ユ
・
デ
タ
社
会
部
長
又
は
同
部
評
定
官
、
④
労
働
協
約
高
等
審
議
会
に
お
い
て
代
表
者
の
議
席
を
有
す
る
各
労
働
組
合
（
五
大
労
組
）

定
」
へ
の
参
加
を
保
障
す
る
協
約
法
制
に
関
す
る
憲
法
院
判
決
と
し
て
、
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範
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。

か
ら
一
名
ず
つ
の
労
働
者
代
表
（
五
名
）
‘
⑤
各
部
門
か
ら
一
名
ず
つ
の
使
用
者
代
表
（
五
名
）
、
及
び
、
⑥
家
族
利
益
代
表
(
-
名
）
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
（
労
働
法
典
旧
第
R
一
三
六

-10条
）
労
働
協
約
高
等
審
議
会
特
別
部
会
で
の
出
席
委
員
の
う
ち
の
三
分
の
二
の
多
数
が
賛

成
す
る
限
り
で
、
反
対
派
の
組
合
を
無
視
し
て
労
働
協
約
の
適
用
範
囲
を
当
事
者
以
外
に
拡
張
す
る
こ
と
を
労
働
大
臣
に
認
め
る
一
九
七
八

年
一
月
一
九
日
法
律
第
七
八
ー
四
九
号
第
五
条
の
規
定
が
、
こ
の
よ
う
に
反
対
派
の
組
合
を
無
視
し
た
拡
張
を
認
め
る
点
で
労
働
者
参
加
原

理
に
反
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
判
決
で
憲
法
院
は
、
前
記
の
一
九
七
七
年
七
月
五
日
判
決
と
同
じ
く
、

一
九
四
六
年

一
方
で
、
第
四
共
和
政
憲

法
前
文
第
八
段
で
労
働
者
参
加
原
理
が
確
立
し
て
い
る
こ
と
と
、
他
方
で
、
労
働
権
と
組
合
権
に
関
す
る
基
本
的
原
理
の
決
定
が
憲
法
第
三

（曲）

四
条
の
法
律
事
項
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
と
り
わ
け
、
同
条
が
労
働
大
臣
に
よ
る
前
記
の
権
限
行
使
に
対
し
て
前
記
の
と
お
り(161) 

労
働
協
約
高
等
審
議
会
特
別
部
会
で
の
三
分
の
二
の
賛
成
と
い
う
条
件
を
課
し
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
の
合
憲
性
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

こ
の
判
決
に
対
し
て
は
、
「
一
部
の
労
働
組
合
の
意
向
が
反
映
さ
れ
な
い
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
参
加
が
保
障
さ
れ

て
い
る
か
ど
う
か
の
判
断
の
材
料
と
し
て
労
働
組
合
の
関
与
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
は
い
る
」
と
す
る
評
価
が
存
在
す
る
も
の

(162) の
、
そ
れ
で
も
な
お
、
こ
の
判
決
か
ら
、
憲
法
第
一
＿
一
四
条
に
よ
っ
て
立
法
府
に
認
め
ら
れ
て
い
る
裁
量
を
限
定
す
る
労
働
者
参
加
原
理
の
規

ニ
コ
ラ
・
モ
ル
フ
ェ
シ
ス
も
、
こ
れ
ら
一
九
七
七
年
七
月
五
日
判
決
や
一
九
七
八
年
一
月
一
八
日
判
決
を
は
じ
め
と
し
た
社
会
権
に
関
す

（墨

る
憲
法
院
判
決
を
引
用
し
た
う
え
で
、
以
下
の
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
判
決
で
憲
法
院
が
、
憲
法
第
三
四
条
に
基
づ
く
こ
と
に
よ
り
、
社
会
権

に
関
す
る
違
憲
審
査
の
中
で
立
法
府
に
対
す
る
非
常
に
広
範
な
裁
量
を
認
め
て
お
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
統
制
し
て
は
い
な
い
と

評
価
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
社
会
権
に
関
す
る
憲
法
院
の
「
判
決
の
影
響
力
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
も
の
で
し
か
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
憲
法
院
判
例
で
の
社
会
権
へ
の
言
及
は
、
立
法
府
に
対
す
る
影
響
を
欠
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
憲
法
院
は
、
社
会
権
に
対
し
、
無
意
味
で
は
な
い
も
の
の
非
常
に
限
定
的
な
保
障
し
か
与
え
て
い
な
い
。
憲
法
院
は
、

の
第
四
共
和
政
憲
法
前
文
の
規
定
が
、
法
律
事
項
を
定
め
、
社
会
権
の
実
施
が
立
法
府
の
主
権
的
権
力
に
属
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
憲
法
第
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以
上
の
と
お
り
、
憲
法
院
は
、

三
四
条
の
規
定
と
結
び
つ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
院
に
よ
る
統
制
は
、
社
会
権
を
廃
止
す
る
と
い
う
、

今
日
ま
で
純
粋
に
理
論
的
な
も
の
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
仮
定
に
限
ら
れ
る
も
の
で
し
か
な
い
。
社
会
権
は
、
最
も
保
護
さ
れ
て
い
な
い
憲

(IM) 

一
般
利
益
に
対
す
る
社
会
権
の
服
従
は
明
白
で
あ
る
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

法
上
の
権
利
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

業
員
代
表
法
制
が
同
原
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
の
、
他
方
で
は
、
憲
法
第
三
四
条
を
根
拠
と
す
る
こ
と
に
よ

り
、
こ
れ
ら
の
法
制
度
に
対
す
る
労
働
者
参
加
原
理
に
基
づ
く
違
憲
審
査
に
お
い
て
、
立
法
府
に
対
す
る
極
め
て
広
範
な
裁
量
を
前
提
と
す

る
の
で
あ
る
。

一
方
で
は
、
労
働
者
参
加
原
理
に
憲
法
上
の
効
力
を
認
め
た
う
え
で
、
労
働
法
に
お
け
る
協
約
法
制
や
従

(123)

原
語
の
名
称
に
は
同
数
を
表
す
P

且
s臣
が
付
か
な
い
が
、
実
質
的
に
は
同
数
構
成
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
数
の
訳
語
を
付
加
し
た
。

(124)A• 

N. g品
t
elue 
le 
2
 

juin 
1946, 0

 p. 
cit, 
p. 8
7
.
 

(125) 
Ibid., 
p. 
90. 

（版）

Ibid. 

(lZl)

中
村
・
前
掲
注
(34)
三
六
頁
以
下
、
兼
子
・
前
掲
注
（
2
）
ニ
ー
四
頁
以
下
、
只
野
雅
人
『
憲
法
の
基
本
原
理
か
ら
考
え
る
』
（
日
本
評
論
社
、
二

0
0
六
年
）
二
九
四
頁

以
下
、
多
田
一
路
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
社
会
的
民
主
主
義
に
つ
い
て
」
一
橋
法
学
九
巻
三
号
（
二

0
1
0
年
）
七
九
頁
以
下
。
労
働
者
参
加
原
理
の
一
環
で
あ
る
企
業
管

理
参
加
原
理
と
社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
と
の
関
係
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
伊
藤
雅
康
「
戦
後
フ
ラ
ン
ス
憲
法
に
お
け
る
企
業
管
理
参
加
権
の
イ
ン
パ
ク
ト
ー
ー
~
四

共
和
制
期
の
議
論
を
素
材
と
し
て
ー
（
ニ
・
完
）
」
名
古
屋
大
学
法
経
論
集
一
三
六
号
（
一
九
九
一
年
）
ニ
ニ
九
頁
以
下
。
社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
関
す
る
代
表
的

な
文
献
と
し
て
、

R
ge
 Capitant. Ecrits constitution, 足
s,
C
N
R
S
,
 1
9
8
2
,
 
p. 1
6
6
 et s. 
な
お
、
こ
の
箇
所
を
含
め
た
同
書
の
第
一
部
第
二
章
「
民
主
主
義
の
基
本
原

理」

(pp.
1
4
7
-
2
3
2
)

は、

R
ge
 Capitant. Principes 
d
u
 droit public, 
L
e
s
 
Cours d
e
 droit. 
Paris. 1
9
5
2
 ,
 19
5
3
,
 
pp. 4
1
 ,
 18
2
を
印
5

め
る

t
の
で
あ
る
。

(128)

樋
口
陽
一
「
近
代
国
民
国
家
の
憲
法
構
造
」
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）
五
一
頁
以
下
、
只
野
・
同
右
二
九
五
頁
。

(129) 
Capitant. 
op. 
cit, 
p. 1
7
8
.
 
只
野
・
同
右
。

（堕

Ibid,
p. 1
7
3
.
 

(131) 
Ibid, 
p. 1
7
8
 
et s. 

(132)
ザ
id.,
p. 1
7
2
 
et 
s. 
特
に
労
働
の
領
域
に
関
す
る
問
題
を
為
rつ
も
の
と
し
て
、

Ibid.,
p. 1
7
8
 
et 
s. 

(133)

中
村
・
薗
掲
注
(34)
三
七
頁
。
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(134)

西
谷
敏
「
労
働
組
合
法
[
第
三
版
]

j

（
有
斐
閣
、
二

O
一
二
年
)
三
九
頁
o

(135)

同
右
三
九
頁
以
下
。
同
旨
の
主
張
を
確
認
で
き
る
も
の
と
し
て
、
西
谷
敏
「
労
働
法
に
お
け
る
個
人
と
集
団
」
（
有
斐
閣
、
一
九
九
二
年
）

Ill
三
二
頁
。

(136)

こ
う
し
た
西
谷
の
労
働
基
本
権
観
の
基
礎
に
あ
る
自
己
決
定
の
理
念
が
、
カ
ピ
タ
ン
の
社
会
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
を
基
礎
づ
け
る
個
人
の
自
律
性
の
原
理
と
重
な
る
も
の

で
あ
る
と
評
価
す
る
も
の
と
し
て
、
只
野
・
前
掲
注
(127)
二
九
九
頁
。

(137)

西
谷
・
前
掲
注
(135)
三
三
八
I
-
―
一
三
九
頁
。

(138)

兼
子
・
薗
掲
注

(
2）
一
三
七
頁
。

(139)

同
右
二

0
九
頁
、
ニ
―
二
頁
。

(140)

代
表
的
な
書
籍
と
し
て
、

C
閂
l
8
'
M
i
唇
el
H
e
r
r
e
r
a
 et S
t
e
p
h
a
n
e
 Pinon (S 0
g
 la direction de), 
L
a
 democratie, 
entre m
u
l
忌
l
5
a
m
s
des droits et contre ,
 

P
o
u
0
0
3
 
socia~`Edg 

n
s
 K
i
m
e
.
 2
0
1
2
.
 
こ
う
し
た
「
社
会
的
な
る
も
の
の
憲
法
化
」
に
関
す
る
議
論
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
山
元
一
「
現
代
フ
ラ
ン
ス
憲
法
理

論
」
（
信
山
社
、
二

0
一
四
年
）
六
八
五
頁
以
下
。

（山）

H
e
r
r
e
r
a
 et 
Pinon, 
Introduction ̀
 Ibid. `

 
p. 8
.
 

(142)

協
約
法
制
に
つ
き
、
一
九
五
0
年
の
法
改
正
ま
で
を
概
観
す
る
も
の
と
し
て
、
中
村
・
前
掲
注

(34)
二
六
二
頁
以
下
。
二

0
0
八
年
の
法
改
正
に
ま
で
言
及
す
る
も
の
と

し
て
、
小
山
・
前
掲
注
(lll)
一
四
三
頁
以
下
、
小
山
敬
晴
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
代
表
的
労
働
組
合
概
念
の
変
容
（
ニ
・
完
）
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集
第
一
四
＿

号
（
二

0
―
二
年
）
一
五
＿
二
頁
以
下
、

A
u
z
e
r
o
et 
Dockes, 
0
 
p. 
cit., 
p. 
1
5
3
3
 
et s. 

(143)

中
村
・
同
右
、
小
山
・
同
右
第
一
四
0
号
一
四
六
頁
以
下
。
デ
id.

(144)

同
法
は
、
団
体
交
渉
の
手
法
に
柔
軟
性
を
与
え
る
た
め
に
、
協
約
よ
り
も
簡
易
な
形
式
で
あ
る
協
定

(accord)
制
度
を
創
設
し
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ

き
、
巴
id.,
p. 

1534. 

(145)

中
村
・
前
掲
注

(34)
二
六
七
頁
以
下
、
小
山
・
前
掲
注
(Ill)
一
四
九
頁
以
下
。

(146)

中
村
・
同
右
二
七
二
頁
以
下
、
小
山
・
同
右
一
五

0
頁
以
下
。

(147)

小
山
・
同
右
一
五
一
頁
。

(148)

同
右
一
五
二
頁
以
下
。

A
§
e
r
o
et 
D
o
c
k
e
s
 ̀
 op. 
cit., 
p. 

1535. 

(149)

野
田
進
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
団
体
交
渉
制
度
の
改
革
|
|
二

0
0
四
年
フ
ィ
ヨ
ン
法
の
紹
介
と
検
討
ー
」
法
政
研
究
七
一
巻
三
号
（
二

0
0
五
年
）
三
六
八
頁
以
下
、

小
山
•
前
掲
注
(
1
4
2
)

一
五
五
頁
以
下
。
I
b
i
d
.
,

p. 1
5
3
7
.
 

(
1
5
0
)
奥
田
香
子
「
労
働
組
合
・
団
体
交
渉
法
制
の
改
革
—
—
二
0
0
八
年
八
月
二
0
日
の
法
律
」
労
働
法
律
旬
報
一
六
九
0
号
（
二
0
0
九
年
）
ニ
ニ
頁
以
下
、
小
山
・
同
右

一
五
七
頁
以
下
。

(
1
5
1
)
第
四
共
和
政
憲
法
前
文
第
八
段
の
起
草
過
程
で
の
従
業
員
代
表
委
員
法
制
と
企
業
委
員
会
法
制
に
関
す
る
議
論
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
伊
藤
•
前
掲
注
(
1
2
7
)

―
1
0八



184巻 1弓― 80

頁
以
下
。

(152)

ジ
ュ
リ
ア
ン
・
ム
レ
（
小
早
川
真
理
（
訳
）
）
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
集
団
的
労
使
関
係
1

重
層
的
シ
ス
テ
ム
の
過
渡
期
」
日
本
労
働
研
究
雑
誌
五
五
五
号
（
二

0
0
六

年
）
二
九
頁
以
下
、
シ
ル
ヴ
ェ
ー
ヌ
・
ロ
ロ
ム
（
石
川
茉
莉
（
訳
）
）
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
企
業
内
従
業
員
代
表
制
度
」
日
本
労
働
研
究
雑
誌
六
三
0
号
（
二

0
一
三
年
）

ニ
八
頁
。

A

g
e
r
o
 et 
D
o
c
k
e
s
.
 op. 
cit., 
p. 
1272, 
p. 
1
4
1
8
 et 
s. 

(153)

ム
レ
（
小
早
川
（
訳
）
）
・
同
右
―
―

]
0頁
以
下
、
ロ
ロ
ム
（
石
川
（
訳
）
）
・
同
右
二
九
頁
以
下
。

Ibid,
p. 
1
2
7
3
 
et 
s., 
p. 
1
4
2
7
 et 
s. 

(154)

ム
レ
（
小
早
川
（
訳
）
）
・
同
右
三
三
頁
以
下
、
ロ
ロ
ム
（
石
川
（
訳
）
）
・
同
右
二
八
頁
以
下
。
巴
id.,
p. 
1274. 

（邸）

C.C., 5
 juil. 
1977, n
 
0
 

7
7ー

7
9
D
C
,
 R
D
P
.
 1978, p. 
8
2
5
 et s., 
n
o
t
e
 d
e
 L
o
u
i
s
 F
a
v
o
r
e
u
.
 こ
の
判
3
決
に
つ
士
U‘

臼
”
芦
笠
雅
エ
康
「
栄
益
動
去
P

の
会
ヱ
加
雄
L

と
憲
荘
辻
比
院
」
札
饂
臨
ナ
院

法
学
二

0
巻
二
号
（
二

0
0
四
年
）
四
七
頁
以
下
。

(156)

ザid.,
cons. 3. 

(157) Favoreu• 

N
o
t
e
 d
e
 s
o
u
s
 
C.C., 
n
°
7
7
 ,
 79
 D
C
,
 op. 
cit., 
p. 
826. 

(158) 
C
.
C
.
 
n
 
0
 

7
7
 ,
 79
 D
C
,
 0
 p. 
cit., 
8
 
ns. 4. 

(159) 
C.C., 
1
8
 janv. 1978, n
°
7
7
 ,
 92
 D
C
,
 P
o
u
v
o
i

、,1978, n
°
5
,
 p. 
186, n
o
t
e
 d
e
 Pierre Avril et d
e
 J
e
a
n
 Giquel. 
こ
の
判
決
に
つ
き
、
伊
藤
・
前
掲
注
（
邸
）
五
九
頁
。

(UiO)

ザ
id.,
cons. 5. 

(161)

巴
id.,
cons. 6. 

(162)

伊
藤
・
前
掲
注
（
邸
）
五
九
頁
。

(163) 
Nicolas 
Molfessis. 
L
e
 conseil 
constitutionnel 
et 
le 
droit prive, 
L
G
D
J
,
 1997, 
p. 
126. 

(164)

巴
id.,
p.127. 伊
藤
•
前
掲
注
（
邸
）
五
一
頁
。
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